
．はじめに

平成 年 月， 年余に及ぶ小泉内閣が総

辞職し，小泉純 郎首相が任期満了で退任し

て安倍内閣が誕生した。この間，小泉内閣に

よる「改革なくして成長なし」「民間にでき

ることは民間に」「地方にできることは地方

に」の基本理念のもとで，「聖域なき構造改

革」が押し進められた。中でも， 位 体の

改革 ）は，地方自治体に重大な影響をもた

らすものとなった。活力ある地方分権時代を

実現するとの鳴り物入りで登場した 位 体

の改革は，その結果をみると税源移譲は実現

したものの（税源移譲：約 兆円，国庫補

助・負担金削減：約 兆円，地方交付税削

減：約 兆円），補助金削減がそれを上回っ

ており，この改革が地方分権の理論とは異な

る事由によって実行されたことは明らかであ

る。その結果，業績の良い企業を抱える自治

体や交付税を受けずに自立した財政運営が可

能な自治体が増え，交付税に依存する財政力

の弱い多くの地方自治体との格差はますます

拡大するものとなった。

また，同じ 年 月には日本銀行が 年

ヵ月ぶりにゼロ金利政策 ）を解除し，

年 月には戦後最長の景気拡大であった「い

ざなぎ景気」を超えた景気拡大が続いている

と喧伝されている。しかし，史上最高益をあ

げた 部金融機関，大企業の業績が全体の平

均を押し上げてはいるものの，正社員の賃上

げや正規雇用への転換は進まず，消費全体に

明るさはなく，所得格差はむしろ開く 方と

なっている。こうした冨の偏在が引き起こし

た経済格差を貧困率という指標で見たとき，

図 ， で示されるように，日本の貧困率は

先進諸国の中でアメリカに次いで 番目の高

さとなっており，アメリカと同様に若年層，

高齢層で貧困率が極めて高くなっていること

から，深刻な格差社会の拡大が懸念されるも

のとなっている。

方，厚生労働省の「平成 年版労働経済

の分析」（労働白書）によれば，パート，派

遣，請負労働者等の非正規労働者は 年で労

働人口の ％を占め，約 万人に上って

おり，特に 歳代で非正規雇用が増加して所

得格差の拡大，固定化が懸念され，正社員で
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も業績・成果主義賃金の導入で， 歳代

の賃金格差が拡大しているとされている。ま

た，非正規労働者では配偶者を持つ割合が低

く，少子化を進める要因になっていると分析

している。
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次に，このような厳しい社会経済環境のも

とで，安倍内閣が誕生してわずか ヶ月の間

に，教育の分野でも大きな転換，変化がもた

らされつつある。平成 年 月 日，新しい

教育基本法が，第 回臨時国会において成

立し， 月 日に公布・施行された。これに

ついて文部科学省はホームページ ）におい

て，「昭和 年に教育基本法が制定されてか

ら半世紀以上が経過し，この間，科学技術の

進歩，情報化，国際化，少子高齢化など，我



が国の教育をめぐる状況は大きく変化すると

ともに，様々な課題が生じております。この

ような状況にかんがみ，新しい教育基本法で

は，国民 人 人が豊かな人生を実現し，我

が国が 層の発展を遂げ，国際社会の平和と

発展に貢献できるよう，これまでの教育基本

法の普遍的な理念は大切にしながら，今日求

められる教育の目的や理念，教育の実施に関

する基本を定めるとともに，国及び地方公共

団体の責務を明らかにし，教育振興基本計画

を定めることなどについて規定しました」

「また，文部科学省では，新しい教育基本法

の精神を様々な教育上の課題の解決に結びつ

けていくため，関係法令の改正や教育振興基

本計画の速やかな策定など，教育改革のため

の具体的な取り組みをしっかりと進めてまい

ります」と述べている。

改正後の内容について，文部科学省は「教

育基本法の施行について（通知）」（平成 年

月 日）を出し，前文で「新たに，公共の

精神を尊び，豊かな人間性と創造性を備えた

人間の育成を期することや，伝統を継承し，

新しい文化の創造を目指す教育を推進するこ

とを規定したこと」，第 条に「教育の目

標」を つの項目として「 幅広い知識と教

養を身に付け，真理を求める態度を養い，豊

かな情操と道徳心を培うとともに，健やかな

身体を養うこと。 個人の価値を尊重して，

その能力を伸ばし，創造性を培い，自主及び

自律の精神を養うとともに，職業及び生活と

の関連を重視し，勤労を重んずる態度を養う

こと。 正義と責任，男女の平等，自他の敬

愛と協力を重んずるとともに，公共の精神に

基づき，主体的に社会の形成に参画し，その

発展に寄与する態度を養うこと。 生命を尊

び，自然を大切にし，環境の保全に寄与する

態度を養うこと。 伝統と文化を尊重し，そ

れらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する

とともに，他国を尊重し，国際社会の平和と

発展に寄与する態度を養うこと。」と規定し

たこと，第 条に「生涯学習の理念」を新設

したこと，第 条に「障害のある者に対する

支援について新たに規定したこと」，第 条

に「義務教育の目的や，国及び地方公共団体

の役割と責任について，新たに規定したこ

と」，第 条に「学校教育の基本的な役割や，

学校教育において，規律を守ることや真摯に

学習に取り組む意欲を高めることが重要であ

る旨について，新たに規定したこと」，第

条に「すべての教育の出発点である家庭教育

の重要性にかんがみ，その役割や支援等につ

いて，新たに規定したこと」，第 条に「教

育の目的を実現する上で，学校，家庭及び地

域住民等の相互の連携協力が重要であること

にかんがみ，新たに規定したこと」などをあ

げ，その周知を求めている。

特に，本稿のテーマである地域生涯学習シ

ステムの構築に関わる内容については，第

条（生涯学習の理念） ），第 条（家庭教

育） ），第 条（学校，家庭及び地域住民

等の相互の連携協力） ）の新設が行われ，

「学校，家庭及び地域住民その他の関係者は，

教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚す

るとともに，相互の連携及び協力に努めるも

のとする」（第 条）と規定されていること

は，今後の地域連携のあり方を方向づけるも

のとして注目される。

また，文部科学省と厚生労働省は平成 年

月，各市町村において，教育委員会が主導

して，福祉部局との連携の下に「地域，子ど

も教室推進事業（文部科学省）と「放課後児

童健全育成事業（厚生労働省）を 体的ある

いは連携して実施する「放課後子どもプラン

（仮称）」を創設することを発表した ）。

すでに平成 年度概算要求により財務省原案

には計上されていることから実施にむけた動

きが各地で進むものと思われる。具体的な事

業の内容について，直接の実施主体となる市

町村においては，「 ．市町村の体制及び役

割等 市町村においては，放課後子どもプラ
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ンを策定し，小学校区毎の円滑な放課後対策

事業を実施する。 放課後子どもプランの実

施に当たって，効果的な事業運営を検討する

観点から，各市町村に，行政関係者（教育委

員会及び福祉部局），学校関係者（小学校の

校長又は）教頭等の代表，放課後児童クラブ

関係者，社会教育関係者，児童福祉関係者，

関係者，地域住民等で構成される「運

営委員会」を設置し， 分な意見聴取及び協

力体制の構築を図ることとする。 上記「運

営委員会」においては，事業計画，安全管理

方策，広報活動方策，ボランティア等の地域

の協力者の人材確保方策，活動プログラムの

企画，事業実施後の検証・評価等を検討す

る」，「 ．市町村における事業の実施（教育

委員会と福祉部局との連携等） 小学校内に

おける実施等 放課後子どもプランは小学

校内で行うことを基本とし，このため，事業

計画の策定に当たっては，できる限り余裕教

室の利用や小学校敷地内での実施を検討する。

また，校庭，体育館，図書室，保健室の使用

など，学校諸施設の弾力的な活用に努めるこ

ととする。 なお，現に公民館や児童館など

小学校外で事業を行っている場合であって，

特段の支障が生じていない場合は，引き続き

当該施設等での実施も差し支えないこととす

る。 子どもの様子の変化や小学校の下校時

刻の変更などに 分対応できるよう，教職員

と事業関係者との間で迅速な情報交換を行う

など， 分な連携に努めること。 コーディ

ネーターの配置 各小学校区毎に，放課後対

策事業の総合的な調整役として，コーディ

ネーターを配置し，事業の円滑な実施を図る

ための調整を行うこととする。また，コー

ディネーターは，保護者等に対する参加の呼

びかけ，学校や関係機関・団体等との連絡調

整，ボランティア等の地域の協力者の確保・

登録・配置，活動プログラムの企画・策定等

を行うこととする」 ）とされている。こう

した自治体担当者レベルへの周知が図られて

おり，各自治体では社会教育事業と社会福祉

事業の 体的実施を推進するための具体的な

取り組みがはじまりつつある。

．分権時代のまちづくりと社会教育の

役割

社会教育・生涯学習の現状

前稿 ）において分権時代における住民自

治の確立，参画と協働による地域経営，住民

を主体としたまちづくりの動向について検討

した。人口減少と超高齢化，厳しい社会経済

環境，地方財政の逼迫という地方を巡る危機

的な状況の中で，地域の自立的発展を実現す

るためには，自治体運営・財政の透明性を高

め，住民自治を核とした地域経営を実現する

ための協働の仕組みづくりを行うことが喫緊

の課題であることを明らかにした。今日，こ

うした問題意識を持った地域の自立をめざす

住民を主体としたまちづくり実践が全国各地

で取り組まれつつある。魅力ある地域アイデ

ンティティを形成し，地域の活性化を実現す

るためには，それを担う住民力の形成，強化

が不可欠であり，地域課題を解決するための

学習と行動のネットワークの中核的機能を果

たすことが社会教育に求められおり，その仕

組みづくりが地域生涯学習システムの構築で

あることを指摘した。

しかしながら，自治体における社会教育を

めぐる状況には厳しい現実が存在している。

各地の自治体では，行政改革の対象として公

の施設の民営化，統廃合，職員・予算の削減

などが進んでおり，社会教育施設もその例外

ではない。主な特徴としては， 社会教育行

政に係る予算・専門職員の削減， 市町村合

併による公民館等施設の統廃合， 公民館の

首長部局への移管（公民館のコミュニティセ

ンター化：社会教育法に基づかない施設への

移行）， 社会教育施設・事業の民営化，指

定管理者制度の導入， 教育委員会制度の見
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直し（学校教育への特化）などが行われてお

り，社会教育事業の縮小，社会教育行政の軽

視，社会教育水準の低下という事態が各地で

進みつつある ）。

こうした動きに対して，地域住民の側にお

いても社会教育施設に対する認識が 分では

なく（これまでの行政施策，事業運営の反映

ではあるが），有効な反論，対案の提起がで

きないまま，行政による 方的な事態の既成

事実化が進められており，改めて社会教育，

社会教育施設，専門職員のあり方が問われて

いる。時代と社会が求める変革の潮流は，住

民自治を核とした参画と協働による地域経営

の構築であるが，この度の公の施設の民営化，

統廃合，職員・予算の削減は，社会教育の本

来の使命である地域変革・社会変革を達成す

る住民力の強化に大きな瑕疵を与えるもので

あることを指摘しなければならない。

このような事態が進行していることについ

ては，この間の山口県下自治体の行政関係者

との懇談，調査を通じて，首長をはじめ他部

局職員における社会教育・生涯学習について

の理解，存在意義の認識が，社会教育・生涯

学習担当部局職員と大きく乖離していること

に大きな原因が存在することも理解された。

このことが現実の社会教育施設の問題点

（サークル活動・講座の趣味・娯楽化，利用

者の固定化，青壮年の公共離れ等）の顕在化

と相まって，社会教育施設・職員への批判を

含んだ形で社会教育・生涯学習の政策が変更

されていることも事実として見ておかなけれ

ばならない。従って， 世紀における新たな

時代状況の中で，住民自治を核とした地域の

自立的発展の課題に応える社会教育・生涯学

習活動のあり方を総合的に再検討し，新たな

理論構築，社会教育事業の新展開に取り組む

ことが今求められているのである。

住民主体のまちづくりと社会教育の可能

性

今日，深刻化する地球環境問題，グローバ

リゼーションの進行，劇的に変容する社会経

済環境の中で，国に依存しない住民自治を核

とした地域の自立的発展を達成するためには，

地域づくりのグランドデザイン，ビジョン，

戦略の策定と地域を形成する多様な主体によ

るその理解の共有化と地域コミュニティの再

構築をめざす地域協働活動が必要である。

今回の教育基本法改正という大きな時代の

転換点にあって，生涯学習が法的に条文明示

されたとはいえ，これまでの日本における社

会教育・生涯学習が 年代の高度経済成長を

契機として個人化・都市化し，社会教育行政

施策と活動内容の相対的な低下を招いた事実

を踏まえるならば，今改めて学習と参画，協

働の現代的意義を明らかにし，それを基盤と

した住民自治の形成と自立的発展の仕組みづ

くりに向けた新たな時代の社会教育の理論と

実践を地域において展開しなければならない。

ここにこそ，今日における社会教育の使命が

存在する。

そのためには，地域の自立的発展の課題に

ついて，住民，行政はもちろん地域の多様な

主体による共同学習を組織し，地域協働経営

のビジョン・戦略の確立，地域課題の明確化

と理解の共有化，協働による取り組みが必要

である。そういう意味で，社会教育の今日的

役割は，地域における住民自治確立に向けた

学習と実践の結節点としての拠点機能，ネッ

トワーク機能の発揮による地域変革，社会変

革への貢献と捉えることができる。

また，まちづくりの拠点機能を担う社会教

育と学校教育との連携・融合については，学

社連携・学社融合の言葉で示されるように，

学校教育，家庭教育との緊密な連携による児

童生徒の健全育成が，社会教育の重要な役割

として期待されている。学校教育の危機につ

いて，主要な指標から主な特徴を明らかにす
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れば， 不登校児童生徒数：平成 年度は全

国で 万 千人，山口県内では小学校 人，

中学校 人（ 校当たり 人）， 中途退

学者（公私立高等学校）：平成 年度は全国

で 万 千人余，山口県内では 人（ 校

当たり 人）， 学校内における暴力行為の

発生件数：平成 年度は全国で 万 千件，

山口県内では 件（千人当たり換算全国順

位：山口県 位）， いじめの発生件数：平

成 年度は全国で 万件，山口県内では

件（千人当たり換算全国順位：山口県

位） ）， 児童虐待相談件数：平成 年度

は全国で 万 千件，山口県内では 件，

となっており，子どもたちをめぐって深刻な

事態が全国及び山口県内で進行している。と

りわけ山口県における各指標から見るならば，

全国の中でも重大な事態が進行していること

を指摘しなければならない。

方，先述したように平成 年度から全国

の小学校で「放課後子どもプラン（仮称）」

事業の実施が予定されおり，これを機会に地

域における関係諸団体だけでなく，すべての

住民が，学社融合，地域協働の地域コミュニ

ティの再構築の意義と役割等について地域ぐ

るみの学習活動を展開するための多様な機会

を提供するとともに，学校と公民館等社会教

育施設が地域づくりと人づくりの拠点として

の機能を発揮できるよう学校教職員と施設専

門職員の意識と役割を転換していく必要があ

る。

すでに，先進的な公民館においては，講

座・サークル・学級活動事業の積極的展開を

通して，地域の歴史・自然・伝統行事を活か

した魅力ある地域文化の伝達・継承・創造に

貢献するとともに，子育て支援，学校教育支

援，地域ボランティア等の地域活動の拠点と

して住民の自主的活動の基盤が形成されてお

り， ，既存団体との連携にも貢献して

いる。これらの機能を，地域コミュニティの

再構築，持続可能な地域づくりの視点から，

年齢・職業・性別・知識・技能等多彩な地域

住民が協働することで，ともに理解しあい，

人間関係をつくり，地域ネットワークを形成

し，その活動とネットワークを通じて，地域

課題を共有化し，解決への主体的な取り組み

を導く学習活動の展開をマネジメントしてい

かなければならない。社会教育においては，

総合的実践的な知識と技能，コーディネート

力を持った公民館専門職員が存在し，このよ

うな住民を主体とした学習と自治活動を導き

だし，人と人との間をつなぐことによって地

域コミュニティの再構築を進める原動力とし

ての役割が期待されている。

．生涯学習によるまちづくり

全国の先進事例から

本章では，社会教育推進，社会教育機能拡

大の視点から学社融合，生涯学習によるまち

づくりを展開している先進的な事例，実践を

検討し，その特徴を明らかにする。

文部科学省のコミュニティ・スクール

（学校運営協議会制度） ）

文部科学省は，平成 年 月から新しい公

立学校運営の仕組みとしてコミュニティ・ス

クール（学校運営協議会制度）を導入した。

同制度は，保護者や地域住民の声を学校運営

に直接反映させ，「保護者・地域・学校・教

育委員会が 体となってより良い学校を作り

上げていくことを目指すもの」とされ，平成

年度までに全国で 校の公立小中学校が指

定を受け，平成 年度以降 校で指定が検

討されており，指定済み，指定予定・検討は

計 校（都道府県・指定都市 校，市区町

村 校）となる見込みである。

また，文部科学省は「コミュニティ・ス

クールをめぐる の 」（同省ホーム

ページ）で，学校運営協議会の権限について，

「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律」の第 条の の規定に基づき，学校運営
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協議会には，以下のような権限が与えられて

います。コミュニティ・スクールの運営に関

して，教育課程の編成その他教育委員会規則

で定める事項について，校長が作成する基本

的な方針の承認を行う。コミュニティ・ス

クールの運営に関する事項について，教育委

員会又は校長に対して，意見を述べる。コ

ミュニティ・スクールの教職員の採用その他

の任用に関する事項について，任命権者に対

して直接意見を述べることができ，その意見

は任命権者に尊重される。○このように，コ

ミュニティ・スクールにおいては，学校運営

の基盤である教育課程や教職員配置について，

保護者や地域の皆さんが責任と権限を持って

意見を述べることが制度的に保障され，その

意見を踏まえた学校運営が進められることに

なります」と述べており，地域住民の参画と

権限が明らかにされている。同制度のイメー

ジは図 に示されるように，任命権者である

教育委員会は，学校運営協議会から教職員の

任用に関する意見が出された場合には，「で

きる限りその意見の内容を実現するよう努め

る必要」があるとされ，「すなわち，教育委

員会は，各学校の実情や域内のバランス等を

総合的に判断しつつ，学校運営協議会の意見

と異なる人事を行う合理的な理由がなければ，

基本的にその意見に沿った人事を行うことに

なります」としており，この制度の持つ重要

な内容が述べられている。

山口県内では，萩市立椿西小学校，萩市立

田万川中学校，柳井市立柳井西中学校の 校

が指定を受けている。ここでは萩市立椿西小

学校を事例として検討する。椿西小学校は，

平成 年度・ 年度と文部科学省の「コミュ

ニティ・スクール推進事業」で，山口県教育

委員会から研究指定を受け， 年度からは萩

市教育委員会から学校運営協議会設置校とし

ての指定を受け，コミュニティ・スクールと

してスタートした。同校のスクール事業とし

ては，「○萩・福祉複合施設かがやきの高齢

者との交流○田んぼの会との活動○「萩学」

の推進○地域の人材を活用似た授業やクラブ

活動○地域・保護者を対象にした授業の展開

○地域・保護者を対象としたクラブ活動の展

開○ホームページでの情報公開○椿保育園と

の協力・交流○校舎の特色を生かした授業○

「木曜日はコミュニティの日」の推進○コ

ミュニティだよりの発行」 ）が研究プログ

住民を主体とした地域生涯学習システムの構築に関する研究

図 コミュニティ・スクールのイメージ（出所：文部科学省ホームページ）



ラムとして取り組まれている。椿西小学校の

学校運営協議会の仕組みは図 ，図 で示さ

れように，それぞれの部会でテーマが具体化

されている。

活動の特徴としては，第 に，地域の多様

な団体・個人の参加による学校支援ボラン
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図 椿西小学校の学校運営協議会の仕組み（出所：同小ホームページ）

図 椿西小学校学校運営協議会の部会体制（出所：同小ホームページ）



ティアの取り組みがある。「コミュニティ先

生」の名称で毎月多数の方が講師として，学

習支援，体験学習指導など多彩な活動を子ど

もたちと展開している。第 に，積極的な施

設開放と住民交流の仕組みづくりである。開

放エリア（和室，調理室，音楽室，図書室，

パソコン教室）では，夜間，土・日の開放が

行われており，特に，木曜日は「木曜日はコ

ミュニティの日」として開放エリアでの自由

利用が行われていることである。また，「コ

ミュニティ・スペシャルデー」には，朝から

地域住民が参加して本読み交流，給食交流や

花綱会の集まり，学校ボランティア，皆で掃

除，参観自由の学校行事などが実施されてい

る。また，「コミュニティ参観日」では，地

域住民と子どもたちとの交流による学習や発

表が行われている。第 の特徴は，広報活動

である。「椿西コミュニティ」が毎月発行さ

れ，写真を多用して参加した住民，子どもた

ちの生き生きとした顔の見える情報発信が行

われている。このニュースは学区内の主要な

施設に掲示されるとともに，年間 回は地域

に全戸配布されている。

このように，コミュニティ・スクール事業

は，学社融合を学校と地域の融合にまで進め

ていくことのできる仕組みとして大きな役割

を果たしていると考えられ，今後の指定校に

おける事業の検証が求められる。

なお，島根県出雲市教育委員会においては，

平成 年度より市立の小中学校 校すべてに

「コミュニティ・スクール」制度を導入する

ことを決定した。出雲市では，学校運営協議

会の名称を学校，地域，保護者の 者の代表

でつくる「地域学校運営理事会」として運用

しており， 年度から行われる全国ではじめ

ての全市レベルの取り組みが注目されている。

長崎県鹿町町教育ネットワーク事業

鹿町町は長崎県北部に位置する人口

人の自治体である。同町では平成 年度から，

学校，家庭，地域社会が 体となって子ども

たちの育成と地域住民の生涯学習の推進に取

り組む「鹿町町教育ネットワーク（学社融

合）推進事業」を実施している。

事業の中核となる組織体制は図 で示され

るように，町内の保育所・小学校・中学校・

高等学校，小中学校 ，小中学校スクー

ルエリア推進委員会，民生委員児童委員協議

会，主任児童委員，地区会長会，婦人会，ボ

ランティア連絡協議会，老人クラブ連合会，

青少年健全育成連絡協議会，子ども会育成連

合会，社会教育委員会，公民館運営審議会，

社会福祉協議会，役場福祉保健課，海と島の

自然体験館，町教育委員会など地域の多様な

団体が参画，連携していること，横の連携を

重視して行政中心の上意下達にならないよう

に配慮されていることが特徴である。

事業内容としては， 学校支援ボランティ

ア派遣事業（人材バンク資料集の作成），

公民館講座と学校活動の融合事業（地域住民

は学校の，学校教師は地域の講座講師を担

当）， 学社融合事業のプログラム化と研修

会， 情報交換のシステムづくり（学校だよ

りの全世帯回覧，町内誌の学校回覧）， サ

ポートティーチャーの導入（地域住民が授業

に参加して担任を支援）， 余裕教室の活用

（地域と学校との交流機会を増やすことを目

的にふれあいルームを設置。作品展示等にも

活用）， 各学校で校内研修を実施（教員と

住民の意見交換）， 情報紙「しかまちネッ

ト」の発行が行われている。

鹿町町の事業では，多彩な団体の主体的参

画を保障するために組織体制を 本だてにす

る工夫がなされている。「企画委員会」が事

業全体のビジョン，基本計画を作成し，「学

社融合推進委員会」が起案された基本計画の

内容を補充し，「プロジェクトチーム」が示

された計画の方向性や内容等の具体化を行い，

そのもとで地域住民と教職員で構成される学

区毎の「スクールエリア推進委員会」が基本

住民を主体とした地域生涯学習システムの構築に関する研究



方針・年間計画を策定して具体的な事業を展

開する仕組みとなっていることが特徴である。

参加された団体，住民の達成感，子どもたち，

教師との人間関係の形成による地域ネット

ワークの拡大が大きな成果として報告されて

いる。ここでも，コミュニティ・スクール事

業と同様，地域住民の自主的な参加の輪を広

げていくこと（ボランティア参加率の向上

等）が課題であると思われる。

以上の事例の検討から，地域と社会教育を

めぐる厳しい環境の中で，住民自治を核とし

た地域の自立的発展を達成するためには，住

民個々人の「趣味・教養」を充足するだけで

はなく，持続可能な魅力ある地域づくりのビ

ジョンと戦略の確立と共有化を目指す参画と

協働による地域課題解決型の学習と活動を組

織するとともに，学校と社会教育施設を拠点

とした学びを地域課題の解決に活かす地域

ネットワークシステム（地域に適合した社会

教育行政デザイン：ビジョンと戦略の共有，

マネジメント体制）を構築していくことが教

訓として示唆される。
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．防府市における地域生涯学習システ

ム構築の取り組み

「生涯学習のまちづくり」の取り組み

山口県は，中小の都市が散在する分散型都

市分布構造であり，県内には県域全体に求心

性を持つ中心的な都市はなく，複数の中小都

市がそれぞれの特性を活かしたまちづくりを

推進している。防府市においては，平成 年

に，市長を本部長とし，公募市民委員を含む

名の推進委員による全庁的組織として「生

涯学習推進協議会」を発足させ，住民参加型

の「生涯学習のまちづくり」が市政の柱とし

て取り組まれた。

平成 年には，事業の推進目標を具体化し

た「防府市生涯学習推進計画（学ぼうやプラ

ン）」が策定され，そのもとに「生涯学習実

践委員会」（平成 年 年）が組織され，

全市的な活動の具体化が進められた。平成

年 月には議会において「生涯学習都市宣

言」（宣言文：わたくしたちは 防府市民の

誓いの理念に基づき 生涯にわたり楽しく学

びながら ●思いやりとふれあいのあるまち

●歴史と文化の薫るまち ●いきいきとした

健やかなまち ●やすらぎのある住みよいま

ち ●未来に向かって飛躍するまち の実現

に向けて努力することを決意し ここに防府

市を「生涯学習都市」とすることを宣言します。

平成 年 月 日）が決議された。

「生涯学習のまちづくり」の推進について

は，平成 年から「防府市生涯学習推進計画

（学ぼうやプラン）」の具体化のために生涯

学習推進モデル地区を指定し，地区独自の運

営母体（地区生涯学習推進協議会）の結成に

取り組んできた。その取り組みの位置づけ，

趣旨は図 に示されるように，地域の教育力

を再生するため，地域の多様な人的資源を活

用したネットワーク事業を展開し，多世代交

流による地域文化・歴史の再発見と新たな地

域文化の創造をめざすものとされている。こ

の地区生涯学習推進協議会は，「 地区独自

の生涯学習を推進するための推進母体（ネッ

トワーク強化・連絡調整機能）となる組織，

テーマの設定…独自のふるさとづくりにつ

ながるもの」とされ，「《着眼点》・地域資源

としての「歴史的遺産」，「文化」，「伝承芸

能」，「自然」，「人」，「まち」…，・地域の現

状及び実態としての「環境」，「福祉」，「人

権」…，・「市民の誓い」を実践するための

具体的活動， 地域住民への啓発…」 ）と

位置づけられ，毎年の「生涯学習フェスティ

バル」での実践発表により普及が図られて

いった。平成 年には全地区でのまちづくり

実践発表会が終了する。いずれの地区協議会

も，自治会をはじめ各種地域団体代表（壮青

会，老人クラブ，郷土史研究会， ，母

親クラブ，劇団，保育園，ボランティアの会

等）が参加して，多彩な地域活動を展開して

いる。

方，防府市における公民館利用者は

％（平成 年 月「生涯学習に関する防

府市民意識調査」 ））にとどまっており，

住民を主体とした「生涯学習のまちづくり」

を 層拡大していくために山口大学との連携

による新たな施策の策定を開始した。

「ロング・フィールド・ミッション」に

よる新展開

前稿 ）で既述したように，防府市におい

ては，職員研修，大学公開講座の会場提供な

住民を主体とした地域生涯学習システムの構築に関する研究

図 推進体制の趣旨及び方法

（出所：防府市ホームページ）



ど山口大学と防府市教育委員会生涯学習課と

の連携が強化されてきたことを背景として，

平成 年 月に山口大学エクステンションセ

ンターと防府市教育委員会との間で連携協働

に関する協定書を締結するとともに，筆者が

「防府市生涯学習アドバイザー」の委嘱を受

け，地域生涯学習に関する調査研究，生涯学

習とまちづくりの推進，職員研修など防府市

のまちづくりに協働して取り組んでいくこと

が合意された。この協定に基づく 年間の目

標を具体的に定めた施策が図 で示される

「ロング・フィールド・ミッション」である。

現在，この防府市独自の生涯学習に係る総

合的な構想である「ロング・フィールド・

ミッション」の実現に向け，平成 年を目途

とした取り組みを進めている。その主な特徴

は，まず第 に，事業を効率よく進めていく

ための「生涯学習アドバイザー連絡会議」を

毎月 回開催し，それぞれの時点で必要な課

題について生涯学習課職員と議論を交わし，

具体的な解決の方法を協議していることであ

る。平成 年度の生涯学習アドバイザー連絡

会議の開催日と主な協議題は表 のようであ

る。
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第 に，防府市全域に及ぶ学社融合事業を

推進するために，市内全小中学校への生涯学

習担当教員（ 校，生涯学習担当教員 名）

の配置を平成 年には終えたことである。こ

れを受け，生涯学習担当教員対象の研修会に

続き，公民館職員との合同研修会を開催し，

地区別部会を設けて具体的な地域課題と学社

融合事業の推進について協議を行った。 年

度には，市内全小中学校の を含めた

者による合同会議を開催し，地域ぐるみの体

制づくりに向けて取り組むこととしている。

第 に，先述したように，市役所内各部局

をはじめ学校教員，社会教育・生涯学習担当

職員における社会教育・生涯学習に関する認

識の乖離を解消し，住民を主体とした地域生

涯学習システム構築の取り組みを総合的に推

進するために，社会教育委員，公民館職員，

教育委員会職員，市長部局職員研修会等を継

続的に開催している。

第 に，住民を主体とした生涯学習活動の

推進を目指して，市民教養講座の自主運営へ

の転換，サークルの特権的優遇制度の改善，

全市的な生涯学習フェスティバルの内容改革，

市長部局・他団体（企画政策課・市民協働支

援センター，市民活動支援センター，社会福

祉協議会）との連携協働の強化（平成 年か

らは，これまで 者が別々に発行していたボ

ランティア情報誌を 本化して発行するとと

もに，ボランティア研修会も共同開催するこ

ととなった）に取り組んでいる。

第 に，生涯学習のまちづくりに向けた地

域課題解決型の学習講座の企画を，山口大学

公開講座，山口県立大学サテライトカレッジ

として開講するとともに，文化センターにお

ける講座の全面的な見直しに取り組んでいる。

今後，各地区生涯学習推進協議会の連絡会

の設置，各地区公民館・学校を拠点とした講

座提供ネットワーク（個人・市民団体・

住民を主体とした地域生涯学習システムの構築に関する研究

表 平成 年度生涯学習アドバイザー連絡会議の主な議題



・ボランティア団体・企業等）の確立，

ネットワークの中核となる生涯学習センター

の確立など，防府市独自の総合的な地域生涯

学習システムの構築に向けた取り組みを行っ

ていくことを予定している。

以上のように，防府市における生涯学習の

まちづくりの取り組みは，人口減少と超高齢

化，厳しい社会経済環境，地方財政の逼迫，

地域教育力の衰退という地域を巡る危機的な

状況の中で，地域コミュニティの再構築，持

続可能な地域づくりの視点から，年齢・職

業・性別・知識・技能等多彩な地域住民が地

域ネットワークの形成を通じて，地域課題を

共有化し，解決への主体的な取り組みを導く

仕組みづくりであることに最大の意義がある。

地域ニーズに基づく多様な学習活動の展開に

より，住民の主体的な参加と協働の意識が高

まることで，地域の自立的発展に貢献できる

総合的な地域学習システムに発展していくこ

とが期待される。

．おわりに

本稿では，地方分権時代における住民自治

の確立を核とした参画と協働による地域の自

立的発展に貢献する地域生涯学習システム構

築の意義と課題，防府市における取り組みの

現状と方向性を考察してきた。世界的な視点

からは，地球環境問題とグローバリゼーショ

ンの進行による国際競争力をめぐる国内の政

治経済の混乱，国内では，国・自治体の財政

破綻，深刻な教育問題，社会教育行政の危機，

地域教育力の衰退，社会秩序の劣化など，構

造的複合的な危機的状況が進行しており，地

域から人間と地域の再生を実現する総合的な

学習を組織化する上で，社会教育の果たす役

割はこれまでになく重要なものとなっている。

これからの時代に求められる社会教育とは，

趣味や教養による個人的充足から地域資源を

活かした地域の再生をめざすまちづくりに向

け，地域住民が学校と社会教育施設を拠点と

して地域課題の解決，社会変革をめざす学習

活動を活性化，ネットワーク化することであ

る。これまで，現代的な地域づくりの分野に

おける研究は，地域自治組織の形成に係る公

共政策の視点からの研究や地域社会教育施設，

学校等における個別の学習プログラムに関す

る研究がほとんどであった。それに対して本

稿では，住民主体の地域生涯学習システムの

構築に，大学と行政，市民が協働して取り組

むという視点から，地方自治体における具体

的な取り組みを対象として実証的に考察して

きた。その意味で，本研究は新たな時代にお

ける地域生涯学習を核とした人づくり・地域

づくりのネットワークモデルを創造する実証

的研究であり，分権時代の社会教育のあり方

に新しい方向性を示すものと考える。防府市

における実践と調査研究はいまだ開始された

ばかりであり，現在進行形の取り組みである。

今後，地域住民の皆さん，自治体職員の皆さ

んとともに，新しい社会教育のモデル構築に

向けて邁進し，その成果を報告したいと考え

る。

（エクステンションセンター 教授）
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【付記】

本研究は，平成 年度科学研究費補助金：基盤研

究 研究課題「分権時代における住民を主体とした

地域生涯学習システムに関する調査研究」（課題番

号 ，研究代表者 長畑実）の成果の 部で

ある。

【注】

国と地方公共団体に関する行財政システムに関

する つの改革，国庫補助負担金の廃止・縮減，

税財源の移譲，地方交付税の 体的な見直しをい

う。

ゼロ金利政策とは，銀行間で超短期資金の貸し

借りを行う場であるコール市場の金利（無担保

コール翌日物）を実質 ％に誘導， 銀行が資金

調達を円滑に行うことで金融システム不安を回避

する緊急避難的な措置である。また，銀行から企
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業への貸出が進むことで市中の経済活動を活気づ

かせ，景気を回復に導こうという意図もある。

教育基本法について

第 条 国民 人 人が，自己の人格を磨き，

豊かな人生を送ることができるよう，その生涯に

わたって，あらゆる機会に，あらゆる場所におい

て学習することができ，その成果を適切に生かす

ことのできる社会の実現が図られなければならな

い。

第 条 父母その他の保護者は，子の教育につ

いて第 義的責任を有するものであって，生活の

ために必要な習慣を身に付けさせるとともに自立

心を育成し，心身の調和のとれた発達を図るよう

努めるものとする。 国及び地方公共団体は，

家庭教育の自主性を尊重しつつ，保護者に対する

学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支

援するために必要な施策を講ずるよう努めなけれ

ばならない。

第 条 学校，家庭及び地域住民その他の関

係者は，教育におけるそれぞれの役割と責任を自

覚するとともに，相互の連携及び協力に努めるも

のとする。

プレス発表資料

「放課後子どもプラン全国地方自治体担当者会

議資料」（平成 年 月 日）文部科学省生涯学

習政策局生涯学習推進課，厚生労働省雇用均等・

児童家庭局育成環境課

拙稿「住民を主体とした地域生涯学習システム

の構築に関する研究（ ）」（「大学教育」第 号，

山口大学大学教育機構）

市民参画と協働による地域経営の名の下に，公

民館をコミュニティセンターへ組織替えし，同時

に所管も教育委員会から市長部局へと移管される

事例（県内では宇部市），自治体職員の引き上げ，

嘱託職員化（防府市等），地域の自主運営が検討

されている自治体（光市等）などが増えている。

「生徒指導上の諸問題の現状について」（文部

科学省）から作成。最近のいじめ自殺事件に端を

発した文部科学省による自治体に対する再調査指

示に関するデータは反映されていないが，本統計

数字の数倍以上となるいじめ発生件数が各自治体

から報告されている。

文部科学省は，平成 年 月から，新しい公立

学校運営の仕組みとしコミュニティ・スクール

（学校運営協議会制度）を導入した。詳細は，文

部科学省発行「学校運営協議会制度」（コミュニ

ティ・スクール）パンフレット及び同省ホーム

ページを参照されたい。

出所：椿西小学校ホームページ

出所：防府市ホームページ

平成 年度科学研究費補助金：基盤研究 研究

課題「分権時代における住民を主体とした地域生

涯学習システムに関する調査研究」（研究代表者

：長畑実）において実施した意識調査の結果であ

る。

拙稿「住民を主体とした地域生涯学習システム

の構築に関する研究（ ）」（「大学教育」第 号，

山口大学大学教育機構）
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